
昭和三十二年総理府令第八十号

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の規定に基き、及び同令を実施するため、国有提供施設等所在市町村助成交付

金に関する法律施行規則を次のように定める。

（政令第四条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法）

第一条　国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令（昭和三十二年政令第三百二十一号。以下「政令」という。）第四条第

二項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の当該年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要

額の算定については、地方税法施行規則（昭和二十九年総理府令第二十三号）第十三条第一項各号の規定を準用する。この場合におい

て、同項第一号中「基準財政需要額（当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定し

た基準財政収入額又は基準財政需要額とする。）」とあるのは「基準財政需要額」と、同項第二号中「前年度」とあるのは「当該年度」

と、同項第三号中「基準財政需要額（次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額

又は基準財政需要額とする。）」とあるのは「基準財政需要額」と、「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第四号中「前年度」とあ

るのは「当該年度」とそれぞれ読み替えるものとする。

（二以上の市町村にわたつて所在する土地、建物又は工作物の価格）

第二条　政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳

に登録された当該土地、建物又は工作物の価格（国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合に

あつては、国有財産法施行令（昭和二十三年政令第二百四十六号）第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格）について

国有資産等所在市町村交付金法施行規則（昭和三十一年総理府令第三十一号）第四条に掲げる配分の方法を用いて算定した当該市町村ご

との価格をもつて当該市町村ごとの当該土地、建物又は工作物に係る政令第五条の価格とする。

（政令第六条の規定による報告書の様式）

第三条　政令第六条第一項の規定による報告書の様式は、別記様式に定めるところによる。

（政令第七条の規定による通知）

第四条　政令第七条の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、当該年度分として交付すべき国有

提供施設等所在市町村助成交付金（以下「市町村助成交付金」という。）の額及びその算定の基礎となつた政令第一条第一項各号に掲げ

る土地、建物及び工作物の価格の合算額のほか、政令第三条第二項の規定によつて控除された額を記載するものとする。

（政令第八条の規定による通知）

第五条　政令第八条第二項の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、政令第七条の規定による通

知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこれから減額すべき額のほか、増額し、又は減額して交付すべき市町村助成交付金の額の

算定の基礎となつた政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額を記載するものとする。

（都の特例）

第六条　政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この府令中市町村及

び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。

附　則

１　この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村助成交付金から適用する。

２　平成二十三年度分及び平成二十四年度分の市町村助成交付金に限り、第二条中「土地、建物又は工作物の価格」とあるのは「土地の価

格」と、「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「すべき価格）」とあるのは「すべき価格）を政令附則第二項の規定によ

り読み替えて適用される政令第五条の規定により補正した価格又は国有財産台帳に登録された当該建物若しくは工作物の価格（国有財産

台帳に当該建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産

台帳に登録すべき価格）」と、「政令第五条」とあるのは「政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第五条」と、第三条の

見出し中「政令第六条」とあるのは「政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第六条」と、同条中「政令第六条第一項」

とあるのは「政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第六条第一項」と、別記様式附表第一米軍使用施設明細書記載心得

１中「価格」とあるのは「価格（土地の価格にあつては、政令附則第２項の規定により読み替えて適用される政令第５条の規定により補

正した価格）」と、同米軍使用施設明細書記載心得８中「前年の３月３１日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録さ

れるべき数量及び価格」とあるのは「前年の３月３１日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価

格（土地の価格にあつては、政令附則第２項の規定により読み替えて適用される政令第５条の規定により補正した価格。ただし、平成２

２年３月３１日現在額については、平成２３年改正前の政令附則第２項の規定により読み替えて適用される政令第５条の規定により補正

した価格とする。）」と、「当該年の３月３１日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあ

るのは「当該年の３月３１日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格（土地の価格にあつて

は、政令附則第２項の規定により読み替えて適用される政令第５条の規定により補正した価格）」と、同米軍使用施設明細書記載心得１

２中「価格」とあるのは「価格（土地の価格にあつては、政令附則第２項の規定により読み替えて適用される政令第５条の規定により補

正した価格）」と、「第２条」とあるのは「附則第２項の規定により読み替えて適用される第２条」と、別記様式附表第二自衛隊使用施設

明細書記載心得１中「価格」とあるのは「価格（土地の価格にあつては、政令附則第２項の規定により読み替えて適用される政令第５条

の規定により補正した価格）」とする。

３　政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第五条に規定する総務省令で定めるところにより補正した価格は、平成二十二

年三月三十一日現在において政令第一条第一項各号に掲げる国有財産法第二条に規定する国有財産であつた土地（平成十八年四月一日か

ら平成二十三年三月三十一日までの間に種目の変更が行われた土地を除く。）で当該年度の初日の属する年の三月三十一日現在において

国有財産台帳に登録された当該土地の価格（国有財産台帳に当該土地又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行

令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格。以下「当該年の土地に係る台帳価格」という。）が前年度分の当該土地に

係る市町村助成交付金の額の算定の基礎となつた価格（以下「前年度分の当該土地に係る算定基礎価格」という。）を超えるものにあつ

ては、前年度分の当該土地に係る算定基礎価格に、当該年の土地に係る台帳価格と前年度分の当該土地に係る算定基礎価格の差額の三分

の一に相当する額を加算して得た価格とし、その他の土地にあつては、当該年の土地に係る台帳価格とする。

４　平成二十四年度における前項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。

附　則　（昭和三三年八月二三日総理府令第七二号）

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。

附　則　（昭和三四年七月一八日総理府令第四四号）

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。

附　則　（昭和三五年七月一日自治省令第三号）

1



この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三六年七月八日自治省令第一七号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。

附　則　（昭和四一年三月三一日自治省令第五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四九年九月二日自治省令第三三号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。

附　則　（昭和五八年三月三一日自治省令第一〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成四年七月三一日自治省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年一〇月三〇日自治省令第三四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）

この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附　則　（平成一三年一〇月三一日総務省令第一四一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年三月三一日総務省令第七四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一七年五月三一日総務省令第九七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年一〇月二七日総務省令第一二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年九月二〇日総務省令第一〇五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附　則　（平成二三年一〇月二八日総務省令第一四六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年五月七日総務省令第二号）

この省令は、公布の日から施行する。

2



別記様式　国有提供施設等報告書記載心得

国　　有　　提　　供　　施　　設　　等　　報　　告　　書　　（令和　年度）

都 道 府 県 名

数　量 価　　格(円) 数　量 価　　格(円) 数　量 価　　格(円) 数　量 価　　格(円) 数　量 価　　格(円) 数　量 価　　格(円)

土 地

建 物

工　作　物

小　計

土 地

建 物

工　作　物

小　計

土 地

建 物

工　作　物

小　計

土 地

建 物

工　作　物

小　計

土 地

建 物

工　作　物

小　計

土 地

建 物

工　作　物

小　計

合 計

Ｉ　米軍使用施設

区 分
飛　　行　　場

市町村名
演　　習　　場 別

記
様
式

弾　　薬　　庫 燃　　料　　庫 そ の 他 の 施 設 計
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都 道 府 県 名

数　量 価　　格(円) 数　量 価　　格(円) 数　量 価　　格(円) 数　量 価　　格(円) 数　量 価　　格(円) 数　量 価　　格(円)

土 地

建 物

工　作　物

小　計

土 地

建 物

工　作　物

小　計

土 地

建 物

工　作　物

小　計

土 地

建 物

工　作　物

小　計

土 地

建 物

工　作　物

小　計

土 地

建 物

工　作　物

小　計

合 計

II　自衛隊使用施設

市町村名 区 分
飛　　行　　場 演　　習　　場 弾　　薬　　庫 燃　　料　　庫 通 　信　 施 　設 計
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別記様式附表第一　米軍使用施設明細書記載心得

所 在 市 町 村 名 ：

数　量 価 格(円) 数　量 価 格(円) 数　量 価 格(円)

小計

小計

小計

計

小計

小計

小計

計

土地

建物

工作物

計

土地

建物

工作物

計

土地

建物

工作物

土地

摘　　要

別
記
様
式
附
表
第
一

価格登録
令和　年３月31日現在額

所 管 部 局

資
産
区
分

口
座
名

(ﾛ）
増減の理由

米　　軍　　使　　用　　施　　設　　明　　細　　書

区　分
(ﾊ）

令和　年３月31日現在額

(ｲ）

増 減 額
用　　途

年 月 日

物件の

表　示

種　　目

建物

総計

合
計

工作物
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別記様式附表第二　自衛隊使用施設明細書記載心得

所 在 市 町 村 名 ：

数　量 価 格(円) 数　量 価 格(円) 数　量 価 格(円)

小計

小計

小計

計

小計

小計

小計

計

土地

建物

工作物

計

土地

建物

工作物

計

土地

自　　衛　　隊　　使　　用　　施　　設　　明　　細　　書

区　分
(ﾊ）

令和　年３月31日現在額

(ｲ）
摘　　要増減の理由

年 月 日

用　　途

資
産
区
分

口
座
名

物件の

表　示

工作物

建物

別
記
様
式
附
表
第
二

価格登録
令和　年３月31日現在額 増 減 額

種　　目
(ﾛ）

所 管 部 局

土地

建物

総計

工作物

合
計
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